
窓側ベッド差額料金の徴収について 

患者さん、ご家族の皆様へお知らせ 
 

 

令和７年１２月 １日より、総室の窓側ベッドを希望される場合、差額ベッド料金を 

徴収いたします。 

皆さまにおかれましては、予めご承知のほどよろしくお願いいたします。 
（※差額料金は、患者さんやご家族の同意を頂いたうえで徴収いたします） 

＜ 窓側ベッド差額料金 ＞ 

1 日あたり １,１０0円（消費税込み） 

※ 例:１泊２日の場合は２,２００円（１,１００円×２日） 

 
令和  ７ 年 １１ 月  ５ 日 
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